「オホーツクファンタジア」及び「オホーツク発掘ブログ」運営事業　企画指示書
１　趣旨
　　管内市町村の連携によるオホーツクの広域的な地域情報を発信する「オホーツクファンタジア」及びブログの特性を活かした住民参加型の情報交流を通じてオホーツクの地域資源を発掘し、その魅力を再認識する「オホーツク発掘ブログ」について、それぞれの諸権利を民間事業者に譲渡しその主体的な運営に委ねることにより、両サイトの一体的な運営を通じてさらなる機能の向上を図る。
２　運営事業の内容
ア　サイトの魅力向上

「オホーツクファンタジア」及び「オホーツク発掘ブログ」の運営に当たり、さらに魅力あるWｅｂサイトにすること。

イ　コンテンツなどの制限

　　　「オホーツクファンタジア」及び「オホーツク発掘ブログ」でWｅｂ配信するコンテンツ及びリンク先、広告などは公序良俗に反しないものであること。

ウ　著作権

　　　譲渡対象以外のシステムや収録データなどの使用については、諸権利を有する者の許諾を得ること。

エ　権利の移転等の禁止

　　　オホーツクＡＩ推進協議会から譲渡された「オホーツクファンタジア」及び「オホーツク発掘ブログ」の諸権利は、原則として第三者に移転又は貸付しないこと。

　　　ただし、運営に当たって継続しがたいなどの特別の理由により移転又は貸付を必要とする場合は、オホーツクＡＩ推進協議会と協議すること。

３　譲渡の対象

　　譲渡の対象はオホーツクＡＩ推進協議会が所有する次の権利とし、無償で譲渡する。

　ア　「オホーツクファンタジア」及び「オホーツク発掘ブログ」のドメイン名

　　「オホーツクファンタジア」　http://www.ohotuku26.or.jp/
「オホーツク発掘ブログ」　　http://0429.jp/
　イ　「オホーツクファンタジア」及び「オホーツク発掘ブログ」のシステム

　ウ　「オホーツクファンタジア」及び「オホーツク発掘ブログ」のバナー・キャラクターなどの意匠権

４　企画提案書の提出者に要求する資格

本公募に応募するものは法人とし、次の要件を全て満たしていること。
ア　オホーツク管内に本社又は事業所等（本事業を実施するために設置する場合を含む。）を有する法人、若しくは特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人であること。
イ　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でないこと。
ウ　地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
エ　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
オ　本社又は事業所等の所在する市町村税及び道税を滞納している者でないこと。
カ　「オホーツクファンタジア」及び「オホーツク発掘ブログ」の利用経験が有り、各サイトの目的及び基本機能を理解していること。
キ　情報化関連事業又は情報化の推進等を目的としていること
ク　インターネットを活用した地域情報の発信等に資する能力を有すること
５　審査基準

ア　運営の基本的な考え方　　　　１に記載してある趣旨に基づいた継承等

イ　ポータルサイトの再構築　　　機能強化のための改修やユニバーサルデザインのプラン等

ウ　アクセスの増加に繋げる手法　他のメディアの利用やリピーターを確保する工夫等

エ　実施体制・事業（収支）計画　運営の実施体制や事業（収支）計画等

＜参考＞
　●地方自治法施行令　第１６７条の４第１項
（一般競争入札の参加者の資格）

第１６７条の４　普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

２　普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があつた後２年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

 (１)  契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

 (２)  競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 
 (３)　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

 (４)　地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 (５)　正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 

 (６)　前各号の一に該当する事実があつた後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

